
登
録
番
号

登
録
年
月
日

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法

人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

登
録
を
受
け
た
者
が

調
査
業
務
を
行
う
区

分
の
名
称

登
録
を
受
け
た
者
が
調

査
業
務
を
行
う
事
業
所

の
名
称
及
び
所
在
地

第
二
十
五

号

平
成
二
十
三
年

五
月
十
三
日

株
式
会
社
先
進
知
財
総
合
研

究
所

二

先
行
技
術
調
査

（
ナ
ノ
物
理
）

株
式
会
社
先
進
知
財
総

合
研
究
所

東
京
都
港
区
芝
四
丁
目
４
番

１
０
号

東
京
本
社

代
表
取
締
役

児
玉

皓
雄

東
京
都
港
区
芝
四
丁
目

４
番
１
０
号

関
西
支
社

京
都
府
京
都
市
中
京
区

車
屋
町
通
御
池
下
る
梅

屋
町
３
６
１
番
１

平成™š年œ月™š日 月曜日 第œœœ 号官 報
〇
特
許
庁
告
示
第
十
二
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
十
七
条
の
規
定
に
基
づ

き
次
の
と
お
り
登
録
を
行
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
公

示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
三
日

特
許
庁
長
官

岩
井

良
行

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
二
十
六
号

土
地
区
画
整
理
法（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）

第
七
十
一
条
の
三
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
浜
松
都
市
計
画
事
業
浜
北
新
都
市

土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
（
第
四
回
）
に

つ
い
て
、
そ
の
関
係
図
書
を
次
の
よ
う
に
縦
覧
に
供
す
る

た
め
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四

十
七
号
）第
三
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
三
日

国
土
交
通
大
臣

大
畠

章
宏

一

縦
覧
開
始
の
日

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
四
日

（
縦
覧
期
間
二
週
間
）

二

縦
覧
場
所

静
岡
県
浜
松
市
浜
北
区
内
野
台
四
丁
目

四
十
一
番
五
号

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
浜
北

都
市
開
発
事
務
所

三

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
二
十
五
分
ま

で

三
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

赤
石
川

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
並
び
に
こ
れ
ら
の
土
地
に
接
す

る
河
川
及
び
道
路
の
う
ち
そ
の
接
し
て
い
る
区
間
の

河
川
敷
及
び
道
路
敷
（
平
成
二
十
三
年
国
土
交
通
省

告
示
第
六
十
二
号
で
指
定
し
た
土
地
の
区
域
を
除

く
。）

兵
庫
県
豊
岡
市
赤
石
字
笹
谷

二
二
九
番
一
か
ら
二
二
九
番
三
ま
で

二
三
一
番
一
及
び
二
三
一
番
二

二
三
二
番
一
か
ら
二
三
二
番
三
ま
で

二
三
三
番
一
及
び
二
三
三
番
二

二
三
四
番
一

二
三
四
番
三
か
ら
二
三
四
番
六
ま
で

二
三
五
番
か
ら
二
四
〇
番
ま
で

二
四
〇
番
一

二
四
一
番

二
四
二
番
一
か
ら
二
四
二
番
四
ま
で

二
四
三
番
か
ら
二
四
六
番
ま
で

二
四
七
番
一
及
び
二
四
七
番
二

二
四
八
番
及
び
二
四
九
番

二
五
〇
番
一
か
ら
二
五
〇
番
三
ま
で

二
五
一
番
及
び
二
五
二
番

二
五
三
番
一
か
ら
二
五
三
番
四
ま
で

二
五
四
番
及
び
二
五
五
番

二
五
六
番
一
及
び
二
五
六
番
二

二
五
七
番
一
か
ら
二
五
七
番
四
ま
で

二
五
八
番

二
五
九
番
一
か
ら
二
五
九
番
三
ま
で

二
六
四
番

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
二
十
七
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
三
百
八
十

二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
三
日

国
土
交
通
大
臣

大
畠

章
宏

一
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

亀
ケ
谷
川

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
四
十

二
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
四
十

二
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

兵
庫
県
多
可
郡
多
可
町
八
千
代
区
下
野
間
字
亀
ケ
谷

九
三
八
番
二

一
号
か
ら
三
十
号
ま
で
及
び
四
十
二
号

九
三
八
番
一

三
十
一
号
か
ら
三
十
九
号
ま
で

九
三
八
番
三

四
十
号
及
び
四
十
一
号

二
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

谷
ノ
口
川

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

イ

次
に
掲
げ
る
土
地
並
び
に
こ
れ
ら
の
土
地
に
接

す
る
河
川
及
び
道
路
の
う
ち
そ
の
接
し
て
い
る
区

間
の
河
川
敷
及
び
道
路
敷

兵
庫
県
多
可
郡
多
可
町
八
千
代
区
赤
坂
字
谷
ノ
口

七
六
番
一
三
か
ら
七
六
番
二
四
ま
で

七
六
番
三
五
か
ら
七
六
番
四
〇
ま
で

ロ

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
四

号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
四
号

を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
（
イ
に
掲
げ
る
土

地
の
区
域
を
除
く
。）

兵
庫
県
多
可
郡
多
可
町
八
千
代
区
赤
坂
字
谷
ノ
口

七
六
番
二
四

一
号
及
び
四
号

七
六
番
一
二

二
号

七
六
番
三
七

三
号

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
二
十
八
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
三
百
八
十

二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
三
日

国
土
交
通
大
臣

大
畠

章
宏

一
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

東
谷
川

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

イ

次
に
掲
げ
る
土
地
並
び
に
こ
れ
ら
の
土
地
に
接

す
る
河
川
及
び
道
路
の
う
ち
そ
の
接
し
て
い
る
区

間
の
河
川
敷
及
び
道
路
敷

兵
庫
県
佐
用
郡
佐
用
町
下
石
井
字
東
谷
口

三
六
二
番
四

三
六
三
番
四
及
び
三
六
三
番
五

三
六
三
番
七
及
び
三
六
三
番
八

三
六
五
番
二

三
六
六
番
四

三
六
六
番
六

三
八
三
番
三

三
八
四
番
二

三
八
四
番
四

ロ

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
四

号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
四
号

を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域
（
イ
に
掲

げ
る
土
地
の
区
域
を
除
く
。）

兵
庫
県
佐
用
郡
佐
用
町
下
石
井
字
東
谷
口

三
六
一
番
一

一
号
及
び
四
号

三
六
二
番
四

二
号

三
六
二
番
二
地
先
道
路
敷

三
号

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
三
十
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
三
百
八
十

二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
三
日

国
土
交
通
大
臣

大
畠

章
宏

一
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

宮
谷

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
及
び
こ
れ
ら
の
土
地
に
接
す
る

道
路
の
う
ち
そ
の
接
し
て
い
る
区
間
の
道
路
敷
（
昭

和
三
十
九
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
六
十
八
号
で
指

定
し
た
土
地
の
区
域
を
除
く
。）

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
二
十
九
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
三
百
八
十

二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
三
日

国
土
交
通
大
臣

大
畠

章
宏

一
^

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

生
名
谷

_

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
八

号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
十
八
号

を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

徳
島
県
勝
浦
郡
勝
浦
町
大
字
生
名

字
平
間

二
六
番
五

一
号

二
六
番
一

二
号

二
六
番
二

三
号

二
九
番
二

四
号

二
八
番
一

五
号

字
打
鉦

二
番
一

六
号
及
び
七
号

六
二
番
三
一

八
号
及
び
九
号

字
平
間

六
九
番
五

十
号
及
び
十
一
号

一
一
番
一

十
二
号

三
〇
番
二

十
三
号

二
三
番
一

十
四
号
か
ら
十
六
号

二
三
番
四

十
七
号

二
四
番
三

十
八
号
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